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資料 2-1 

 

試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 原子炉施設保安規定における変更箇所 備考 

試験炉規則第１５条第１項第１号～第５号 

［記載省略］ 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第６号イからハまで 

試験研究用等原子炉施設の運転に関する体制、確認すべき事項、異状があった場合の措置

等 

１．～３．［記載省略］ 

４．試験研究用等原子炉の起動その他の試験研究用等原子炉の運転に当たって確認すべき

事項及び運転の操作に必要な事項として、以下の事項が定められていること。 

（１）〜（３）［記載省略］ 

（４）試験研究用等原子炉の運転上の制限に関すること。 

 

（５）試験研究用等原子炉の運転上の条件に関すること。 

 

５．～６．［記載省略］ 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第６号ニ〜第１１号 

［記載省略］ 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第１２号 

核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２ 

 

別表第２の２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 本申請の範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 本申請の範囲外 

← 変更内容の詳細については、資料３を参

照のこと 

← 変更内容の詳細については、資料３を参

照のこと 

← 本申請の範囲外 

 

 

← 本申請の範囲外 

 

 

 

 

 



 

資料 2-2 

１．事業所内における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使用済燃料の運搬及び貯蔵に際して、

臨界に達しないようにする措置その他の保安のために講ずべき措置を講ずること、貯

蔵施設における貯蔵の条件等が定められていること。 

２．［記載省略］ 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第１３号～第２１号 

［記載省略］ 

 

 

第６２条第１項、第６２条第２項、第６３条第３項、第６８条第２項、第６８条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 変更内容の詳細については、資料３を参

照のこと 

 

← 本申請の範囲外 

 

 

← 本申請の範囲外 
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